
ヽ

●

一

.

　

　

■

議
案
第
百
号

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次

の

と

お

り

三

朝

町

職

負

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

､

地

方

自

治

法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
衰
に
よ
り
,
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

＼

平
成
四
年
十
二
月
二
十
一
日

三
朝
町
長

安

　

　

　

田

真

　

一

　

郎

平
成
E
蔓
絵
芸
弐
拾
四
日
原
審
可
決

三
朝
町
親
金
級
長
西
村
武
津
具



I

三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
職
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
｡

第
九
粂
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
｢
十
八
歳
｣
を
｢
二
十
二
歳
｣
に
改
め
る
｡

第
十
条
の
二
第
毒
第
毒
中
｢
完
千
円
｣
を
｢
完
二
千
円
｣
に
改
め
､
同
条
第
二
項
第
毒
中
｢
二
万
千

円
｣
を
r
二
万
三
千
円
｣
に
,
二
万
千
円
｣
を
二
万
二
千
円
｣
に
､
｢
完
三
千
円
｣
を
｢
嘉
五
千
円
｣
に
'

二
万
円
｣
を
二
万
千
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
十
姦
策
二
項
第
二
号
中
｢
六
千
二
百
円
｣
を
r
l
ハ
千
五
百
円
｣
に
,
｢
八
千
三
百
円
｣
を
｢
八
千
九
百
円
｣
に
､

｢
嘉
四
百
円
｣
を
r
完
千
三
百
円
｣
に
,
二
万
二
千
竃
円
｣
を
｢
一
万
三
千
七
百
円
｣
に
､
｢
一
万
四
千
六

百
円
｣
を
｢
完
六
千
百
円
｣
に
,
二
万
六
千
七
百
円
｣
-
を
｢
完
八
千
五
百
円
｣
に
､
｢
完
八
千
八
百
円
｣
を

｢
二
万
九
百
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
十
七
条
第
一
項
中
｢
二
千
九
百
円
｣
を
｢
三
千
二
盲
円
｣
に
'

｢
四
千
三
百
五
十
円
｣
を
｢
四
千
八
百
円
｣
　
に
'

二
万
四
千
円
｣
を
二
万
五
千
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
二
十
一
条
第
三
項
中
｢
五
十
四
万
千
円
｣
を
｢
五
十
五
万
七
千
円
｣
に
改
め
る
｡

別

表

第

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ



別　表　精　一

(イ)　行政徽給料麦(第三集関係)

義務の級 ���ﾂ�2線 �9�ﾂ�4級 店騎�6線 土�ﾂ�8級 

号拾 从ｹ{�襍ﾒ�給料月傭 从ｹ{�驃B�拾料月犠 做Y{�隗｢�冶料月無 从ｹ{��4��給料月嶺 

1 ���円 ���~円 ���円 ���･円 175.300 �#�R�����221,700 �#C�鈬����259,200 �#s偵S���

2 ��#r繝���161,400 ����ﾃ$D��212.800 �#3������249.400 �#cゅ����288,900 

-3 ��3�ﾃ����167,800 ��ビ�3���220.700 �#3ゅS���257,900 �#sr�����298,500 

4 ��3b�#���171.600 ���2緜���229,000 �#Cb縱���266,500 �#ッﾃ#���308.500 

5 ��C������180.100■ �"���ﾃ3���237.480 �#SB繝���275,200 �#迭ﾃS���318.600 

6 ����Cb緜���184,700 �#�r繝���245,600 �#c"ﾃ����283,980 �3�B纉���328.600 

7 ��S"�3���189.300 �#�R�����253,500 �#s������292.700 �3�B緜���338,700 

8 ��Sr纉���193.800 �##"��$��261,400 �#s偵#���301.900 �3#B粤3���348.800 

9 ��c"ﾃ����198.080 �##づ#���269,20d �#ビ�3���311,100 �33B�����358,800 

-10 ��cR紊���282.200 �#3Bﾃ#���277.000 �#迭紊���320.700 �3C2纉���368,808 

ll ��モﾃ)�2�206,500 �#C�ﾆﾆ��284.700 �3�2ﾃS���330,500_ �3S2緜���378,800 

12 ��s�繝���210,700 �#CR繝���292.300 �3��紊���340.200 �3c"ﾃ����388,800 

13 ��s2�3���214.900 �#S�ﾃ3���299.700 �3�偵3���349.900 �3s�ﾃ����398.600 

14 ��sR紊���2_18.200 �#Sb經���307.100 涛#r�����359,200 �3s偵����408.100 

15 ��sr經���221.300 �#bﾓ�ﾃS���313.800 �332�3���367,700 �3ビ�����415.800 

16 ��s槌ﾆ��224,400 �#cb紊���320,208 �33偵�ｺ��374.500 �3�2紊���423.000 

17 ��227.400 �#s�纉���324,900 �3CB紊���381,000 �3湯ﾃ����427.800 

18 ��230.200 �#sB繝���329.000 �3Cゅ����385.600 鼎�2纉���432.400 

19 ��232,20.0 �#sゅC���333,100 �3S"纉���398,100 鼎�づS���436.800 

20 �� �#���3���336.loo �3Sb縱���394,500 鼎�"ﾃ����440,700 

~21 �� �#ィ�����339,000 �3c������398,908 鼎�bﾃ����444,500 

22 �� �#ッﾃ����341.800 �3c2ﾃ3���403.080 鼎#ょ4�� 

23 �� �#ヲﾃS���344.800 �3cb縱���486.700 �� 

24 �� 蔦#�"�����347,900 �3s������418.300 �� 

25 �� �#釘經�ﾗ��350.WO �3s"繝��� �� 

26 �� �#澱纉���353.600 �3sR緜��� �� 

27 �� �#湯�3���356,000 �� �� 

28. �� �3��縱���358.400 �� �� 

~29 �� �3�B����� �� �� 

38 �� �3�b紊��� �� �� 

31 �� �3�ゅc��� �� �� 

32 �� �3��繝��� �� �� 



(ロ)　医療畿給料表(第三粂関係)

の級 ��hr�2級Ⅰ 

号給 从ｹ{�隗｢�給料月額l 

1 �#sづ���冷�314,600円卜 

2 �#ヲﾃS���326,200- 

3 �3�������338.loo 

4 �3�"ﾃS���350,000 

5 �3#Bﾃ����361,900 

6 �33Rﾃ����373.800ー 

7 �3Crﾃc���386,000 

8 �3S偵S���398.600 

9 �3s�ﾃC���410,800 

10 �3�2ﾃS����423,000 

ll �3釘ﾃC���435,000 

12 鼎�Bﾃs���446,600 

13 鼎�Bﾅ����458,100 

14 鼎#Bﾃc���469,400 

15 鼎3BﾃC���4約,600 

16 鼎CBﾃ����491,600 

17 鼎S2ﾃc���502,200. 

18 鼎c2ﾃ#���512,700 

19. 鼎s�ﾃ����523_,000 

20 鼎sづ����531,100 

21 鼎ィﾃS���538,900 

22 鼎ヲﾃ#���544,300 

23 鼎�2纉���549,600 

24 鼎唐紊���562,100 

25 鉄�"ﾃ����571,500 

26 鉄�bﾃS���580,200 

27 ��587,-200■ 

128 ��592,400 

l29 ��597,200 

-_一一一､-.------- ---I-■▲､一---　■t ･　､~

附

　

則

(
施
行
期
日
等
)

-
こ
の
条
例
は
,
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
,
第
十
七
条
第
遠
の
改
正
規
定
は
'
平
成
五
年
有
言



か
ら
施
行
す
る
｡

2
　
こ
の
条
例
(
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
-
｡
附
則
第
四
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
｡
)
に

よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
以
↑
｢
改
正
後
の
条
例
｣
と
い
う
｡
)
の
規
定
は
､
平
成
四

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
｡

＼

(
最
高
号
給
等
の
切
替
え
等
)

3
　
平
成
四
年
四
月
言
(
以
下
｢
切
替
日
｣
と
い
う
｡
)
の
前
日
に
お
い
て
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
又
は

最
高
の
号
給
を
撃
t
e
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受

け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
は
､
規
則
で
定
め
る
｡

(
切
替
期
間
に
お
け
渇
異
動
者
の
号
給
等
)

4
　
切
替
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
の
前
日
ま
で
の
聞
入
以
下
｢
切
替
期
間
｣

と
い
う
｡
)
に
お
い
て
､
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
以
下
｢
改
正
前
の
条

例
｣
と
い
う
｡
)
の
規
定
に
よ
り
,
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
敬
具
及
び
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給
若
し
-
は
給
料
月
額
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
,
町
長
の
定
め
る
職
鼻
の
'
改
正

後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
期
間
は
＼
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(
切
替
目
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整
)



5
　
切
替
目
前
に
政
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
町
長
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
切
替
日
に
お
け

る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
,
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
職
務

の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
､
町
長
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
,
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎
)

6
　
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
,
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給

料
月
額
は
,
改
正
前
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
-
町
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

(
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
)

7
　
次
の
各
号
の
1
に
該
当
す
る
者
は
,
速
や
か
に
そ
の
旨
(
第
毒
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
職
員
七

な
っ
た
日
に
お
い
て
,
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
切
替
日
に
お
い
て
､
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て

ヽ

は
そ
の
者
が
同
号
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
日
に
お
い
て
,
こ
れ
ら
の
者
に
配
偶
者
(
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
降
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
｡
以
↑
同
じ
｡
)
が
な
く
､
か
つ
,
改
正
前
の
条
例
莞
粂
竺
項
竺

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
扶
養
親
族
が
な
か
っ
た
と
き
ー
ま
,
配
偶
者
が
な
か
っ
た
旨
を
含
む
｡
)
を
任
命
権
者
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
[
当
該
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
は
､
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第

一
項
の
規
定
は
'
適
用
し
な
い
｡



8

五

切
替
期
間
に
お
い
て
新
た
に
職
長
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
,
そ
の
者
が
職
旦
と
な
っ
た
日
に
､
昭
和
四
十
九
年

四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
改
正
後
の
条
例
第
九
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
号
の
扶
養
親
族
た
る
要
件
を

具
備
す
る
も
の
(
以
下
｢
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
｣
と
い
う
｡
)
を
有
し
て
い
た
も
の

I

切
替
日
に
お
い
て
,
そ
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
,
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
が
あ
る
職
員
で
あ
っ
た
者

切
替
期
間
に
お
い
て
,
新
た
な
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
を
有
す
る
に
至
っ
た
職
員
で
あ
っ
た
者

切
替
期
間
に
お
い
て
,
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
で
そ
の
要
件
を
欠
-
に
至
っ
た
も
の
が
あ
る
職
鼻
で
あ
っ
た

者

配
偶
者
(
改
正
前
の
条
例
第
十
条
第
毒
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
を
除
-
0
)

が
あ
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
,
切
替
期
間
に
お
い
て
配
偶
者
が
な
い
職
鼻
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
者
(
そ
の
配
偶

者
が
な
い
敵
兵
と
な
っ
た
日
に
改
正
前
の
条
例
第
九
条
第
二
項
竺
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
扶
養
親
族
が
な
く

か
つ
,
そ
の
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
｡
)

六
　
配
偶
者
が
な
か
っ
た
職
鼻
で
あ
っ
て
,
切
替
期
間
に
お
い
て
扶
養
親
族
で
な
い
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
者
(
そ
の
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
日
に
改
正
前
の
条
例
第
九
粂
竺
項
竺
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
扶
養
親
族
が
な
く
か
つ
,
そ
の
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
を
有
し
て
い
た
者
に

限
ノ
る
｡
)

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に



つ
い
て
は
,
同
条
第
二
項
中
｢
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
｣
と
あ
る
の
は
,
｢
同
項
又
は
三
朝
町
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
四
年
三
朝
町
条
例
第
　
　
号
｡
以
下
｢
改
正
条
例
｣
と
い
う
｡
)

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
｣
と
,
｢
同
項
第
二
号
｣
と
あ
る
の
ー
ま
,
r
前
項
第
二
号
l
と
'
｢
届
出
が
'

こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
,
そ
の
｣
と
あ
る
の
は
｢
届
出
が
､

こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
,
又
は
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
改
正
条
例
(
第
十
七
条
竺
項
の
改
正
規
定
を
除
-
0
)
の
施
行
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
後

に
さ
れ
た
と
き
は
,
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
｣
と
し
,
同
条
第
三
項
中
｢
扶
養
親
族
で
同
項
｣
と
あ
る
の
は
｢
扶
養
親
族
で

同
項
又
は
改
正
条
例
附
則
第
七
項
｣
と
,
r
同
項
第
二
号
｣
と
あ
る
の
は
｢
第
毒
第
二
号
｣
･
そ
　
｢
(
扶
養
親
族

た
る
子
,
父
母
等
で
同
項
｣
と
あ
る
の
は
｢
(
扶
養
親
族
た
る
子
,
父
母
等
で
同
項
又
は
改
正
条
例
附
則
第
七
項
｣

と
,
｢
の
う
ち
扶
養
親
族
た
る
子
,
父
母
等
で
同
項
｣
と
あ
る
の
は
r
の
う
ち
扶
養
親
族
た
る
子
'
父
母
等
で
竺

項
又
は
改
正
条
例
附
則
第
七
項
｣
と
す
る
｡

9
　
敬
具
に
次
の
各
号
の
言
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
関
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書

(
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
.
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
｣
と
あ
る
の
は
｢
三
朝
町
職
且
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
表
を
改

正
す
る
条
例
(
平
成
四
年
三
朝
町
条
例
第

ら
三
十
日
｣
　
と
す
る
｡

号
･
第
十
七
粂
第
1
項
の
改
正
規
定
を
除
-
｡
)
の
施
行
の
日
か



一
施
行
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
新
た
に
敬
具
と
な
っ
た
者
に
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
が
あ
る
場
合

二
　
施
行
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
新
た
に
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合

三
　
施
行
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
配
偶
者
(
三
朝
町
職
鼻
の
絵
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
竺
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
さ
れ
た
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
を
除
も
)
が
あ
る
職
員
が
配
偶
者
が
な
い
敬
具
と
な
っ
た
場
合
(
そ
の
配

偶
者
が
な
い
敬
具
と
な
っ
た
日
に
改
正
前
の
条
例
第
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
扶
養
親
族
が
な
く
､

か
つ
,
そ
の
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
新
規
扶
養
親
族
た
る
子
等
を
有
し
て
い
た
場
合
に
限
る
｡
)

(
住
居
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
)

1
 
0
　
切
替
期
間
に
お
い
て
､
改
正
前
の
条
例
第
↑
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
(
以
下
｢
改
正
前
の
手
当
｣
と
い

う
｡
)
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
の
う
ち
に
､
改
正
後
の
条
例
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
(
以
下
｢
改

正
後
の
手
当
｣
と
い
う
｡
)
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
期
間
又
は
改
正
後
の
手
当
の
額
が
改
正
前
の
手
当
の
額

に
連
し
な
い
こ
と
と
な
る
期
間
が
あ
る
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
期
間
又
は
達
し
な
い
こ

と
と
な
る
期
間
の
住
居
手
当
に
つ
い
て
は
,
改
正
後
の
条
例
第
十
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
｡
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
前
の
条
例
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
を
含
む
引
き
続
い
た
期
間
の

住
居
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
敬
具
の
･
つ
ち
,
改
正
後
の
手
当
の
額
が
改
正
前
の
手
当
の
額
に
連
し
な

い
こ
と
と
な
る
職
員
の
施
行
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十
盲
(
同
日
前
に
規
則
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
職
長
に

あ
っ
て
は
,
規
則
で
定
め
る
日
)
ま
で
の
間
の
住
居
手
当
に
つ
い
て
も
､
同
様
と
す
る
｡



(
給
与
の
内
払
)

1
 
1
　
改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
,
改
正
前
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与

は
'
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
｡

(
規
則
へ
の
委
任
)

1
 
2
　
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
は
か
､
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
'
規
則
で
定
め

る
｡


